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【８期計画概要】長野県が目指す地域包括ケア体制（現況・重点施策）

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

サ高住
（3240戸）

施設サービス

老健（96か所）
介護医療院（７か所）

広域型特養（168か所）
地密特養（27か所）

居住系サービス

小規模多機能型居宅介護（103か所）
認知症高齢者ＧＨ（260か所） 宅幼老所

介 護
入院医療・高度専門医療

急性期、回復期、慢性期医療の提供病
院、有床診療所
へき地医療 地域医療
拠点病院（８） 支援病院（12）

在宅医療

かかりつけ医・歯科医・薬局

診療所（内科、歯科等）・一部病院
※在宅療養支援診療所・病院（289）

認知症疾患医療センター（９圏域）

地域ケア会議
地域包括支援センター
保健師・介護支援専門員等

設置・運営

地域ケア会議（166圏域設置）
・多職種の関係者が参加

医 療

介護予防
介護予防、フレイル対策
・通いの場（体操等） 在宅系サービス

通院・
入院

通院等

訪問

77市町村
で設置

医師派遣等に
よる支援

認知症初期集中支援チーム

ｹｱﾌﾟﾗﾝ作成
退院

紹介
逆紹介

包括的
支援

入所

通所
宿泊
訪問

訪問

通所

派遣依頼

退院・入所

通院・入院
入退院時ケアマネジメント事業

Ａ 地域包括ケアの見える化によ
る市町村の取組の促進

Ｂ ノウハウ・好事例の収集・情
報提供

Ｃ 人材確保、人材育成

Ｄ 広域調整

Ｅ 基盤整備等への財政支援

介護人材不足による、入所制限80床
特養８、老健１

中山間地域で効率的なサービス
提供を行う事業者確保が困難

地域ケア会議の機能のうち
「政策提言」の実施は47.0％

人生二毛作社会・
生涯現役社会

《中山間地域の
サービス確保》

◆通い・訪問・泊り
の多機能サービス等
の普及を図るためセ
ミナー等【Ｂ・Ｅ】

《災害、感染症への
対応力強化》

◆災害・感染症も含め
た非常災害対策計画、
BCP等策定のための
研修・個別相談【Ｂ】
※R5までに策定率
100%

《介護予防・フレイル対策》
◆ACEプロジェクトの柱の一
つとして、高齢者の保健事業
と介護予防の一体的実施を強
力に推進【Ｂ・Ｅ】
(R2:17市町村→R6:77市町村)

◆対象施設への
重点的対応
【Ｃ・Ｄ】

◆地域包括ケア体制の見える化
により進捗の促進【Ａ】

市町村のマネジメント

派遣
支援

《生活支援サービスの充実》
◆移送支援等高齢者の日常生活を支援す
るサービスの立ち上げ等を支援
（研修・アドバイザー派遣）【Ｂ・Ｃ】

入居

県 の 役 割

退院調整漏れ率が改善しているのは18.7%

◆地域包括ケア体制の見える化に
より進捗の促進【Ａ】
◆地域ケア会議の機能強化のため
の研修【Ｃ】

《介護人材の確保》
◆離職者・移住希望者等
の適性に応じた就業機会
の提供と資格取得支援に
よる入職促進【Ｃ・Ｅ】
（R2:130人採用）
◆キャリアに応じた研修
機会の確保及び受講費用
の支援【Ｃ・Ｅ】
◆介護ロボット・ICT導
入支援等による職場環境
改善【Ｅ】

◆訪問介護職
員の養成
【Ｃ・Ｄ】

第８期重点施策

生活支援
地域支援事業等による生活支援
・洗濯、掃除等の生活援助
・見守り、配食、外出・移動支援

ニーズの高い移送支援の
取組に圏域ごとの差

職員不足による訪問介護サービスの休廃止
（Ｒ２訪問介護：廃止９、休止３）

訪問介護（507か所）、訪問リハ（265か所）
定期巡回随時対応型訪問介護看護（19か所）
訪問看護（775か所）
通所介護（416か所）、通所リハ（161か所）
短期入所生活介護（251か所）

通いの場の運動（体操）の
実施割合が全国以下

（全国52.0％、県43.5％）
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長野県 地域包括ケア体制構築支援関連事業の一例

・地域包括ケア推進研修事業
・多職種連携等研究事業
・宅幼老所機能強化事業
・入退院時ケアマネジメント推進事業
・介護予防市町村等研修会
・介護予防ケアマネジメント研修事業
・介護予防リハビリ専門職育成事業
・生活支援コーディネーター養成研修事業
・地域包括ケア体制構築状況「可視化」事業

・

・地域ケア会議サポート事業

・中山間地域介護サービス提供体制確保モデル事業
・24時間在宅ケアサービス推進事業

モデル事業・事業補助

全体研修・把握事業

伴走型支援

有識者派遣

・地域包括ケア推進研修事業
・在宅医療・介護連携推進支援事業
・宅幼老所機能強化事業
・介護予防ケアマネジメント研修事業
・地域包括ケア体制構築状況見える化事業
・介護予防リハビリ専門職育成事業
・介護予防等推進研修事業

・地域包括ケア市町村伴走型支援事業

・24時間在宅ケアサービス等推進事業
・移動支援サービス構築アドバイザー派遣
・移動サービス構築後方支援事業
・地域ケア会議サポート事業
・住民主体の通いの場等推進支援事業

・中山間地域介護サービス確保対策事業
・地域包括ケア見える化マップ作成モデル事業
・介護予防市町村モデル事業
・介護予防（フレイル）推進モデル事業

モデル事業・事業補助

全体研修・把握事業

伴走型支援

有識者派遣

平成29年度

令和４年度



研修・助言
（市町村へ）

令和４年度 長野県移動支援サービス構築支援パッケージ

①【個別支援】伴走支援（アドバイザー派遣）※R３から継続

市町村選定
（３市町村程度）

訪問・ヒアリング
（オンライン含む）

事業構成提案
（市町村から）

助言・フォロー
アップ

【R４:市町村個別支援体制】全国移動ネット、（必要に応じ）先行自治体職員等
長野県（交通政策課、暮らし安全・消費生活課、地域福祉課、介護支援課）

②【後方支援】支援体制整備業務（委託）

（１）制度相談コールセンターの設置
週１回（半日）：電話及びメールによる制度相談

（２）情報提供のための研修会、事例報告会
移動支援サービス構築のための研修会等の開催

【目的】
市町村からのニーズ（相談）の多い、制度理解をサポート

【目的】
移動サービス構築にかかる啓発、必要性の理解促進

※全国移動サービスネットワークに委託

③財政支援（中山間地域）

市町村等が各地域の実情に応じて実施する、中山間地域に
おける移動支援を含む、介護・生活支援サービスの確保施策
など取組に対して、その経費を補助

ア 対象市町村等 介護報酬の特別地域加算等の対象地域の
ある市町村・広域連合 ３団体

イ 補助率 10/10（上限100万円）

④移動サービス構築事例集の作成

県内等のサービス事例について、

・類型別にまとめ、地域住民を含めて見える化
・構築支援事例についても掲載

地域に必要な移動支援サービスの整備を図る
3



【映写】 令和４年度 長野県移動支援サービス構築支援パッケージ①
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介護予防・生活支援サービス事業
Ｂ型・Ｄ型 その他生活支援が構築
されている。

一般介護予防事業費
地域の活動の場が確保されて

いる。

地域のニーズや活動者の把
握・働きかけができている。

生活支援体制整備事業

「移動したい」目的となる場がある。（活用されている。）

移動サービスが確保・構築されている。

早期（若年期）からの活動や、健康
づくりの取り組みが促進されている。保健事業と介護予防の一体的実施

活動の場

移動サービスの確保

移動サービスの活用

移動サービスが効果的に活用されている。

【仮】幸福な地域

地域において健康で文
化的な移動手段が確保
され、高齢者の活動的・
幸福な生活が維持でき
ている。

介護予防・生活支援サービス事業

《令和４年事業開始以前と、現在のイメージの変化。。》
○ 伴走的な支援を行うことにより、ゼロからの支援を行うイメージで周知

最終ＯＣ中間ＯＣＯＰＳ

移動サービスに地域住民が参画し、活動や交流の場にも
なっている。

社会参加

移
動
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

長
野
県
支
援
パ
ッ
ケ
ー
ジ

①【個別支援】伴走支援（アドバイザー派遣）

②【後方支援】支援体制整備業務 ※制度相談

③財政支援（中山間地域）

④移動サービス構築事例集の作成

②【後方支援】支援体制整備業務 ※事例報告会



【映写】 令和４年度 長野県移動支援サービス構築支援パッケージ②
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介護予防・生活支援サービス事業
Ｂ型・Ｄ型 その他生活支援が構築
されている。

一般介護予防事業費
地域の活動の場が確保されて

いる。

地域のニーズや活動者の把
握・働きかけができている。

生活支援体制整備事業

「移動したい」目的となる場がある。（活用されている。）

移動サービスが確保・構築されている。

早期（若年期）からの活動や、健康
づくりの取り組みが促進されている。保健事業と介護予防の一体的実施

活動の場

移動サービスの確保

移動サービスの活用

移動サービスが効果的に活用されている。

【仮】幸福な地域

地域において健康で文
化的な移動手段が確保
され、高齢者の活動的・
幸福な生活が維持でき
ている。

介護予防・生活支援サービス事業

《令和４年事業開始以前と、現在のイメージの変化。。》
○ 地域におけるニーズ・課題・「何のためにやるのか」・地域住民含めたパワーの明確化は、さらに掘り下げが必

要。

最終ＯＣ中間ＯＣＯＰＳ

移動サービスに地域住民が参画し、活動や交流の場にも
なっている。

社会参加

移
動
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

長
野
県
支
援
パ
ッ
ケ
ー
ジ

①【個別支援】伴走支援（アドバイザー派遣）
②【後方支援】支援体制整備業務
※制度相談

③財政支援（中山間地域）

④移動サービス構築事例集の作成

②【後方支援】支援体制整備業務 ※事例報告会

Q



研修・助言
（市町村へ）

①長野県介護予防・日常生活支援総合事業サービス立ち上げアドバイザー派遣事業
～令和４年度 移動支援サービスの充実を重点的に支援～

市町村支援の進め方

事例集（別事業）や
事例報告会での報告

支援希望市町村
募集・選定

個別・伴走支援
（３市町村程度）

サービス構築
（フォロー）

R３（老健事業モデル都道府県） R４（県独自事業） ・ ・ ・

集中支援枠へのアドバイザー派遣のイメージ

市町村選定
（ヒアリング）

訪問・ヒアリング
（オンライン含む）

事業構成提案
（市町村から）

※本事業によるアドバイザー派遣などにかかる経費ついて、市町村の負担はなし。

助言・フォロー
アップ

【R４:市町村支援体制】移動ネットアドバイザー、（必要に応じ）先行自治体職員等
長野県（介護支援課、地域福祉課、交通政策課、暮らし安全・消費生活課）

タ
ク
シ
ー

家
族

自
力

近
隣
互
助

公
共
交
通

有
償
運
送

訪
問

宅
配

本事業での重点的な支援範囲

高齢者の
移動困難
なにで
埋める？

※ 長野県において、一般的な公共交通の「充実」
を目指すのは困難。

※ 高齢者支援担当者が明確にイメージできる支援
範囲を優先したい。

（ただし、他を妨げず、対象と協議により決定）
・ 互助の移動支援
・ 特に、登録不要の形態
・ 目的等によっては、総合事業の訪問型サービス

Dへの位置づけを検討
・ タクシー券の補助（市町村事業）

デ
マ
ン
ド

交
通

高齢者の生活を支える移動支援体制整備
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①_集中支援枠市町村への支援スキーム等（選定後）

（参考１）実施要領の記載
（参考２）本事業にかかる予算額

謝 金：@6,400円×６時間×５市町村×５回
旅 費：@5,090円×１人 ×５市町村×５回

※それぞれ、５市町村に５回分の予算を計上

市町村 県 アドバイザー

派遣希望
必要に応じて

アドバイザーと調整 依頼内容検討

派遣依頼
（様式１）

派遣依頼受理 確認
・支援の実施

支援行程の実施・
実施報告（様式２） 実施報告受理 謝金等受理

申出 相談

具体内容打合せ

アドバイザー了解

申込 講師
依頼

支援行程への参加

報告 支払
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②長野県移動サービス後方支援体制整備事業

お住まいの市町村
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市町村担当者や地域の方々が、移動サービスの立ち上げや改善・継
続・維持を考える際の一助となるような情報や、取組みの工夫などを紹
介する事例集とする。

❶高齢者向けの移動サービスの立ち上げに参考になる内容
→共通する主なプロセス

→立ち上げの経緯、運行内容、支援制度
→関連法や制度 など

❷立ち上げ後、サービスの改善や継続、維持の参考になる内容
→担い手の育成
→利用促進
→安全の確保、活動・維持に向けた工夫 など

④_「(仮称)高齢者向けの移動サービスの創出に向けた事例集」作成①

ターゲット
（読み手）

• 市町村担当者（特に福祉部門）
• 自治会など地域づくり組織
• 社会福祉法人などの事業所

普及させたい
取組

• 住民主体の移動サービス（許可登録不要）
• ＮＰＯ等の公共交通空白地有償運送
• ＮＰＯ等の福祉有償運送

２．事例集のターゲット・普及させたい取組み

１．作成の目的

タ
イ
プ

許可・登録あり 許可・登録不要
道
路
運
送
法
４
条
又
は
21
条

市
町
村
運
営
有
償
運
送

（交
通
空
白
輸
送
）

市
町
村
運
営
有
償
運
送

（市
町
村
福
祉
輸
送
）

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送

（Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
実
施
主
体
）

福
祉
有
償
運
送

（Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
が
実
施
主
体
）

市
町
村
に
よ
る
無
償
の
移
動
支
援

地
区
・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・企
業
等
に
よ

る
移
送
・生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

（訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
Ｂ
）

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

（訪
問
型
サ
ー
ビ
スD

）

そ
の
他

自治
体数

15 6 9 3 16 2 36 8 10 13

【参考】県内市町村が今後、力を入れたい高齢者の移動支援
の取組（複数回答）

●立ち上げ
• 道路運送法との兼ね合い
• タクシー交通事業者との調整
• 車両、財源の確保
• 保険、要綱の作成方法
• 運転手など担い手の確保 など
●継続的な実施・改善
• 担い手の育成・継続的な確保
• 運行後の改善や利用促進
• 安全面の確保 など

【参考】市町村担当者が苦慮していたり、知りたい情報など

出典：県内市町村アンケート

出典：県内市町村アンケート等参考に実施

検討中の案
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タイトル

●事例のポイント

●立ち上げの経緯
・開始時期
・交通事業者等の調整を含む

●実施内容
・運行形態・目的地
・利用対象者
・車両
・利用者負担
・収支
・運転手や担い手の確保・育成
・保険

●地域概況

●事業の協力・連携体制
・行政や社協等の支援策

●工夫点
・課題解決のための
取組・改善

行先の
目的地

対象者

●取組の成果・効果、
今後の展望

事例紹介のイメージ （A4 ２枚 程度で紹介）

Point

プロセスを紹介

検討中の案

④_「(仮称)高齢者向けの移動サービスの創出に向けた事例集」作成②


